
 

特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案要綱 

 

１ 国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合にその兼ねる特別職の職員

として受けるべき給与の額と国会議員として受ける給与の額との差額を当分の間支給

しないこととする旨の規定を設けないこととする。 

（特別職の職員の給与に関する法律附則第四項関係） 

２ １に伴う所要の規定の整理を行う。 

 

 


